
旭川市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の

４５第１項第１号に規定する第１号事業（以下「第１号事業」という。）の実施に関し、法、介

護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」という。）及び介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、政

令及び施行規則において使用する用語の例による。 

（事業） 

第３条 市は、次に掲げる事業を行うものとする。 

⑴  指定相当訪問型サービスの事業（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進す

るための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第 83 号）第５条の規定（同

法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の法（以下「旧法」とい

う。）第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護に相当するものに限る。） 

⑵  指定相当通所型サービスの事業（旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護に

相当するものに限る。） 

⑶  第１号介護予防支援事業 

 （対象者） 

第４条 第１号事業（第１号介護予防支援事業を除く。）の対象者は、次に掲げる者とする。 

⑴  居宅要支援被保険者 

⑵  次に掲げる者で、施行規則第１４０条の６２の４第２号の厚生労働大臣が定める基準に

該当し第１号介護予防支援事業に係る計画の作成を地域包括支援センターに依頼する旨を

市に対して届け出た第１号被保険者（以下「事業対象者」という。） 

ア 法第２７条第９項の規定に基づき要介護者に該当しないと認めた者又は法第３２条第８

項の規定に基づき要支援者に該当しないと認めた者 

イ 要支援認定の有効期間が満了となる者 

２ 第１号介護予防支援事業の対象者は、前項第１号に掲げる者（指定介護予防支援又は特例介

護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。）及び同項第２号に掲げる者

とする。 

（事業対象者の届出） 

第５条 前条第１項第２号の規定による届出は、別に定める居宅サービス計画作成等依頼（変更）

届出書に、施行規則第１４０条の６２の４第２号の厚生労働大臣が定める基準の該当の有無に

係る質問項目（以下「基本チェックリスト」という。）に対する回答の結果（当該基準に該当し

たと判断されたものに限る。）及び被保険者証を添付して行うものとする。 

２ 前条第１項第２号アに規定する者の同号の規定による届出は、法第２７条第９項の規定によ

る要介護者に該当しない旨又は法第３２条第８項の規定による要支援者に該当しない旨の通知

を受けた日から起算して６０日を経過する日までの間において行うものとする。 

３ 前条第１項第２号イに規定する者の同号の規定による届出は、要支援認定の有効期間満了の



日の６０日前から当該有効期間の満了日までの間において行うものとする。 

４ 市は、前条第１項第２号の規定による届出を行った者に対し、当該届出を行った者の被保険

者証の次に掲げる事項の欄に、当該各号に定める事項を記載し、これを返付するものとする。 

⑴  要介護状態区分等 事業対象者である旨 

⑵  認定年月日 基本チェックリスト実施日 

⑶  認定の有効期間の始期 

ア 前条第１項第２号アに掲げる者 同号の規定による届出を行った日 

イ 同号イに掲げる者 要支援認定の有効期間の満了日の翌日の日 

⑷  居宅サービス等 前号ア又はイに定める日及び第１１条の規定による区分支給限度基準

額の１月当たり単位数 

⑸  居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所の名称又は地域包括支

援センターの名称 第１号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターの名称及び前条

第１項第２号の届出を行った日 

５ 事業対象者の認定は、前条第１項第２号アに掲げる者にあっては届出のあった日、同号イに

掲げる者にあっては有効期間の満了日の翌日に遡ってその効力を生ずる。 

 （基準の該当の有無の判断） 

第６条 事業対象者の認定を受けた被保険者の施行規則第１４０条の６２の４第２号の厚生労働

大臣が定める基準の該当の有無の判断は、１年ごとに行われるものとする。 

（事業対象者の認定の取消し） 

第７条 市は、事業対象者の認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該事業対象者の認定を取り消すことができる。 

⑴  要介護認定又は要支援認定を受けたとき。 

⑵  施行規則第１４０条の６２の４第２号の厚生労働大臣が定める基準に該当しなくなった

と認めるとき。 

２ 前項第２号の場合において、市は、施行規則第５６条第１項及び第２項の規定の例により、

当該事業対象者の認定の取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第５条第

４項各号に掲げる事項の記載を削除し、これを返付するものとする。 

（第１号事業支給費の額）  

第８条 第１号事業に係る支給費の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

⑴  指定相当訪問型サービスの事業及び指定相当通所型サービスの事業 １単位の単価１０

円に別表に定める単位数を乗じて得た額（当該額が現に当該事業のサービスに要した費用

の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額）の１００分の９０（政令第

２９条の２第１項の規定により算定した額が同条第２項及び第３項の規定による額以上で

あるときは１００分の８０、同条第４項の規定により算定した額が同条第５項及び第６項

の規定による額以上であるときは１００分の７０）に相当する額 

⑵  第１号介護予防支援事業 １単位の単価１０円に別表に定める単位数を乗じて得た額

（当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービ

スに要した費用の額） 

（第１号事業支給費の額の特例） 

第９条 前条第１号の規定にかかわらず、災害その他の施行規則第９７条第１項各号に定める特



別の事情があることにより、第１号訪問事業又は第１号通所事業に必要な費用を負担すること

が困難であると認めた居宅要支援被保険者等が受ける第１号事業支給費について前条第１号の

規定を適用する場合においては、同号中「１００分の９０」、「１００分の８０」及び「１００

分の７０」とあるのは「旭川市介護保険に関する規則（平成１２年旭川市規則第３０号）第８

条各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合」とする。 

２ 旭川市介護保険に関する規則（平成１２年旭川市規則第３０号。以下「規則」という。）第４

条から第６条までの規定は、前項の規定による第１号事業に係る居宅要支援被保険者等が負担

する額の減額又は免除について準用する。 

３ 規則第４条第２項の規定に基づき予防給付に係る居宅要支援被保険者が負担する額の減額又

は免除の決定を受けた者は、前項において準用して適用される規則第４条第２項の規定に基づ

き第１号事業に係る居宅要支援被保険者が負担する額の減額又は免除の決定を受けた者とみな

す。 

 （第三者の行為による支給事由の届出） 

第１０条 被保険者は、支給事由が第三者の行為によって生じたときは、速やかに、その旨を市

長に届け出なければならない。 

（支給限度額） 

第１１条 居宅要支援被保険者等が１月間において利用した指定相当訪問型サービスの事業及び

指定相当通所型サービスの事業に係る第１号事業支給費の額（居宅要支援被保険者にあっては、

当該第１号事業支給費の額に法第５５条第１項の規定による介護予防サービス費の額の総額及

び特例介護予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特

例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額を加えた額）は、居宅要支援被保険者等

が利用する第１号訪問事業及び第１号通所事業について算定される単位数の合計が居宅介護サ

ービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額（平成１２年厚

生省告示第３３号）第２号（事業対象者にあっては、同号イ）に定める単位数に至るまで居宅

要支援被保険者等が第１号訪問事業及び第１号通所事業を利用することができる額とする。 

（高額第１号事業支給費の支給） 

第１２条 市は、次に掲げる額の合計額が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等

に対し、高額第１号事業支給費を支給する。 

⑴  居宅要支援被保険者等が利用した指定相当訪問型サービスの事業又は指定相当通所型サ

ービスの事業に要した費用の合計額として政令第２９条の２の２第１項の規定の例により

算定した額から、当該費用につき支給された第１号事業支給費の合計額を控除して得た額

（次条第１項第１号において「第１号事業利用者負担額」という。） 

⑵  同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防

サービス等に係る利用者負担世帯合算額（高額介護サービス費及び高額介護予防サービス

費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額） 

２ 前項に規定するもののほか、高額第１号事業支給費の支給要件、支給額その他高額第１号事

業支給費の支給に関する事項は、法第６１条第１項の高額介護予防サービス費の例による。 

（高額医療合算第１号事業支給費の支給） 

第１３条 市は、次に掲げる額の合計額が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等

に対し、高額医療合算第１号事業支給費を支給する。 

⑴  居宅要支援被保険者等の第１号事業利用者負担額（前条第１項の高額第１号事業支給費



が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額）及び当該居宅

要支援被保険者に係る健康保険法（大正１１年法律第７０号）第１１５条第１項に規定す

る一部負担金等の額（同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当

する額を控除して得た額）その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭

和５７年法律第８０号）に規定するこれに相当する額として政令第２９条の３第１項で定

める額の合計額 

⑵  政令第２２条の３第２項の医療合算利用者負担世帯合算額（高額医療合算介護サービス

費及び高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除

して得た額） 

２ 前項に規定するもののほか、高額医療合算第１号事業支給費の支給要件、支給額その他高額

医療合算第１号事業支給費の支給に関する事項は、法第６１条の２第１項の高額医療合算介護

予防サービス費の例による。 

 （第１号事業支給費の支給の制限等） 

第１４条 第１号事業支給費の支給の制限等については、法第６３条から第 69条までに規定する

保険給付の制限等の例による。 

 （委任） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、第１号事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年６月１日から施行する。 

 

 



別表（第８条関係） 

 

第１号事業支給費単位数表 

 

１ 指定相当訪問型サービスの事業（１月につき） 

⑴  訪問型独自サービス費１１ １，１７６単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき、週１回程度の訪問） 

⑵  訪問型独自サービス費１２ ２，３４９単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき、週２回程度の訪問） 

⑶  訪問型独自サービス費１３ ３，７２７単位 

  （要支援２ １月につき、週２回を超える程度の訪問） 

⑷ 高齢者虐待防止未実施減算１１ １２単位減算 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき、週１回程度の訪問） 

⑸ 高齢者虐待防止未実施減算１２ ２３単位減算 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき、週２回程度の訪問） 

⑹ 高齢者虐待防止未実施減算１３ ３７単位減算 

（要支援２ １月につき、週２回を超える程度の訪問） 

⑺ 業務継続計画未策定減算 １％減算 

⑻ 訪問型独自サービス同一建物減算１ １０％減算 

（事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２０人以上にサービスを行

う場合） 

⑼ 訪問型独自サービス同一建物減算２ １５％減算 

（事業所と同一建物の利用者５０人以上にサービスを行う場合） 

⑽ 訪問型独自サービス同一建物減算３ １２％減算 

（同一の建物等に居住する利用者の割合が１００分の９０以上の場合） 

 ⑾ 特別地域加算 １５％加算 

 ⑿ 中山間地域等における小規模事業所加算 １０％加算 

 ⒀ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 ５％加算 

⒁ 初回加算 ２００単位 

⒂ 生活機能向上連携加算 

ア 生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位 

 ⒃ 口腔連携強化加算 １回につき、５０単位 

（１月に１回を限度） 

⒄ 介護職員等処遇改善加算 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ 前各号により算定した単位数の１０００分の２７０

に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ 前各号により算定した単位数の１０００分の２８７

に相当する単位数 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ 前各号により算定した単位数の１０００分の２４９

に相当する単位数 



エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ 前各号により算定した単位数の１０００分の２６６

に相当する単位数 

オ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 前各号により算定した単位数の１０００分の２０７に

相当する単位数 

カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 前各号により算定した単位数の１０００分の１７０に

相当する単位数 

注１ 業務継続計画未策定減算については、令和７年４月１日から適用する。 

 

２ 指定相当通所型サービスの事業（１月につき。ただし、第６号については、片道につき。第

１７号については、１回につき） 

⑴  通所型独自サービス費 

ア 事業対象者・要支援１ １，７９８単位 

イ 要支援２ ３，６２１単位 

 ⑵ 高齢者虐待防止未実施減算 

  ア 事業対象者・要支援１ １８単位減算 

  イ 要支援２ ３６単位減算 

 ⑶ 業務継続計画未策定減算 

  ア 事業対象者・要支援１ １８単位減算 

  イ 要支援２ ３６単位減算 

 ⑷ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 ５％加算 

 ⑸ 通所型独自サービス同一建物減算 

   （事業所と同一の建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス（独自）

を行う場合） 

  ア 事業対象者・要支援１ ３７６単位減算 

  イ 要支援２       ７５２単位減算 

 ⑹ 通所型独自送迎減算   ４７単位減算（片道につき） 

 ⑺ 定員超過 ３０％減算 

 ⑻ 人員欠如 ３０％減算 

 ⑼ 生活機能向上グループ活動加算 １００単位 

 ⑽ 若年性認知症利用者受入加算 ２４０単位 

 ⑾ 栄養アセスメント加算 ５０単位 

 ⑿ 栄養改善加算 ２００単位 

 ⒀ 口腔機能向上加算 

ア 口腔機能向上加算（Ⅰ） １５０単位 

イ 口腔機能向上加算（Ⅱ） １６０単位 

 ⒁ 一体的サービス提供加算 ４８０単位 

 ⒂ サービス提供体制強化加算 

  ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 

   (ｱ) 事業対象者・要支援１ ８８単位  

   (ｲ) 要支援２ １７６単位 

  イ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 



   (ｱ) 事業対象者・要支援１ ７２単位 

   (ｲ) 要支援２ １４４単位 

  ウ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 

   (ｱ) 事業対象者・要支援１ ２４単位 

   (ｲ) 要支援２ ４８単位 

 ⒃ 生活機能向上連携加算  

  ア 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） １００単位 

  イ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位 

 ⒄ 口腔・栄養スクリーニング加算（６月に１回を限度） 

ア 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０単位 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ５単位 

 ⒅ 科学的介護推進体制加算 ４０単位 

 ⒆ 介護職員等処遇改善加算 

  ア 利用定員が１９人以上の場合 

(ｱ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ 前各号により算定した単位数の１０００分の２１

１１に相当する単位数 

(ｲ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ 前各号により算定した単位数の１０００分の１２

０に相当する単位数 

(ｳ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ 前各号により算定した単位数の１０００分の９０

１０９に相当する単位数 

(ｴ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ 前各号により算定した単位数の１０００分の１１

８に相当する単位数 

(ｵ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 前各号により算定した単位数の１０００分の８０９

９に相当する単位数 

(ｶ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 前各号により算定した単位数の１０００分の６４８

３に相当する単位数 

  イ 利用定員が１９人未満の場合 

(ｱ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ 前各号により算定した単位数の１０００分の１１

７に相当する単位数 

(ｲ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ 前各号により算定した単位数の１０００分の１２

７に相当する単位数 

(ｳ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ 前各号により算定した単位数の１０００分の１１

５に相当する単位数 

(ｴ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ 前各号により算定した単位数の１０００分の１２

５に相当する単位数 

(ｵ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 前各号により算定した単位数の１０００分の１０５

に相当する単位数 

(ｶ) 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 前各号により算定した単位数の１０００分の８９に

相当する単位数 

注１ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の

整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１



日までの間適用しない。  

注２ 事業所が送迎を行わない場合については、通所型サービス１１（事業対象者、要支援

１）を算定している場合は、１月につき３７６単位の範囲内で、通所型サービス１２（要

支援２）を算定している場合は、１月につき７５２単位の範囲内で減算する。 

 

３ 第１号介護予防支援事業（１月につき） 

⑴ 介護予防ケアマネジメント費 ４４２単位 

⑵ 初回加算 ３００単位 

⑶ 委託連携加算 ３００単位 

⑷ 高齢者虐待防止措置未実施減算 ４単位減算 

⑸ 業務継続計画未策定減算    ４単位減算 

⑹ 介護職員等処遇改善加算  前各号により算定した単位数の１０００分の２１に相当する                  

単位数 

注１ 業務継続計画未策定減算については、令和７年４月１日から適用する。  

 
 

 備考 

この表に定める単位数による第１号事業支給費の額の算定は、地域支援事業実施要綱（平成

１８年６月９日老発第０６０９００１号）、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６

号）第１４０条の６３の２第１項第１号の規定に基づき、介護保険施行規則第１４０条の６３

の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準（令和３年厚生労働省告示第７２号）

及び介護保険法施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める

基準の制定に伴う実施上の留意事項について（令和３年３月１９日老認発０３１９第３号、厚

生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知）、に定めるところによる。 


